
自用地評価額＝路線価方式（※1）または倍率方式（※2）により評価した価額

貸家建付地評価額＝自用地評価額×（1－借地権割合×借家権割合（30％）×賃貸割合）
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宅地の評価：自用地・貸家建付地（貸家の敷地）の評価

①�相続税・贈与税の税額を算出する場合の宅地の評価は、路線価が付された地域
では「路線価方式」、それ以外の地域では「倍率方式」によって行います。
②�宅地は、自用地・貸家建付地（貸家の敷地）・普通借地権・貸宅地（底地）など、
利用形態ごとにその状況を斟酌して評価します。

1
POINT

1 　自用地の評価
　自用地とは、自宅や自用店舗の敷地、青空駐車場、空地など、他人の権利が付着していない、
土地所有者が自由に利用できる土地をいいます。自用地の評価方法は次の算式のとおりです。

※1　路線価方式の内容についてはコラム P.310 参照
※2　路線価が定められていない地域の評価方法です。土地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて計算します。

　 
 　貸家建付地（貸家の敷地）の評価2

　貸家建付地とは、土地所有者が賃貸アパート等を建築し賃貸している場合の敷地をいいま
す。貸家建付地の評価方法は次の算式のとおりです。

※借地権割合は地域により異なり、路線価図に記載されています。
※賃貸割合とは、課税時期においてその家屋のうち実際に賃貸している部分の割合（面積割合）です。
※借家権割合は地域により異なりますが、全国ほとんどの地域で30％であるため、30％としています。

自宅

自用地

【自用地評価イメージ】 【貸家建付地評価イメージ（借地権割合を70％とした場合）】

貸家建付地
0.79

アパート（0.7）

借家権割合30％

0.3

0.7×0.3
＝0.21

借地権
割合
70％
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コラム column
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●路線価図の見方

●路線価による土地評価の計算例 　左図の青枠で囲われた土地（地積200㎡）に接
する道路に記載されている路線価より、当該土地
の1㎡あたりの価額が390,000円であることがわ
かります。
（路線価）390,000円/㎡×（地積）200㎡
＝78,000,000円
上記の計算により、当該土地の自用地評価額は
78,000,000円となります。
※宅地の奥行距離等に応じて行う補正は考慮していません。

路線価

路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する道路に接する標準的な宅地の1㎡
あたりの価額です。国税庁ホームページには最新年分を含めて7年分の路線
価が掲載されています。

1 路線価図の年分・ページを示しています。

2 地区区分を示す記号です。奥行距離や角地等に応じて適用する各種補正率は、この地区ごとに決められてい
ます。

3 A～Gの記号に対応する借地権割合を示しています。

4 町名・丁・番地を示しています。この場合は荒川 7丁目 24番地です。

5 1㎡あたりの価額を千円単位で表示しています。この場合は 1㎡あたり 390千円で、借地権割合（記号C）
が 70％であることを示しています。
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4

5

1

200　㎡

390C

430C



普通借地権評価額＝自用地評価額×借地権割合

貸宅地評価額＝自用地評価額×（1－借地権割合）
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宅地の評価：普通借地権と貸宅地（底地）の評価

①�借地権とは建物所有を目的として土地を借りる場合の、土地を利用する権利をい
います。
②�貸宅地（底地）とは借地権が設定されている土地の借地権を除いた部分をいいま
す。つまり借地権と底地は一対の関係といえます。

2
POINT

1 　普通借地権の評価
　借地権とは簡単にいえば、地代を払って地主から土地を借り、そこに自分の建物を建てる等、
土地を使う権利です。借地人の有する普通借地権の評価方法は次の算式のとおりです（定期
借地権については P.312 ）。

※借地権割合は、地域により異なり、路線価図に記載されています。

　 
 　貸宅地（底地）の評価2

　普通借地権が設定されている宅地、すなわち地主が有する貸宅地（底地）は、自用地評
価額から普通借地権評価額を控除して求めます。

※国税局長が「貸宅地割合」を定めている地域については、「自用地評価額×貸宅地割合」により評価します。

借地人所有

借地権

底地

【借地権イメージ（借地人）】

借地人所有

借地権

底地

【貸宅地評価イメージ（地主）】
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定期借地権
評価額 ＝ 課税時期における自用地評価額 ×

定期借地権設定時の借地
人に帰属する経済的利益
の総額（※）

×

課税時期における残存期間年
数に応ずる基準年利率による
複利年金現価率

定期借地権設定時の宅地
の通常の取引価額

定期借地権の設定期間年数に
応ずる基準年利率による複利
年金現価率

① ②

312 第5章 相続と税金

定期借地権の評価：定期借地権と貸宅地（底地）の評価

① 定期借地契約とは、あらかじめ定めた契約期間が満了したら、地主に土地を返さ
なければならない土地の賃貸借契約です。
② 定期借地権の評価は、借地人に帰属する経済的利益およびその存続期間を基に
評価します。

3
POINT

1 　借地人（定期借地権の評価）
　イ定期借地契約創設の趣旨
　　 　地主の立場が強いと借地人の生活が不安定になる等の理由で、旧借地法は借地人の
権利を強く保護していました。その反動で地主の権利は相対的に弱くなりました。

　　 　この様な状況では宅地の流通に支障が出るとの考えから、宅地の利用・供給を増やす
政策的な意図もあり、1991年の借地法改正により、借地借家法が制定され、定期借地権
制度が創設されました。

　ロ定期借地権の種類
　　　定期借地権は存続期間、利用目的などにより下記の3つが認められています。

　ハ定期借地権の評価
　　　定期借地権の評価は、原則として下記の算式で評価します。

※経済的利益の総額は権利金、保証金、低額地代に係る経済的利益等で一定の金額をいいます。

定期借地権の種類 賃貸借契約の内容

一般定期借地権 公正証書等の書面により存続期間を 50年以上として期間満了後更地として返還する
賃貸借契約

事業用定期借地権 公正証書による設定契約で、存続期間を 10年以上 50年未満、事業用建物の所有の
みを目的とし、期間満了後、更地として返還する賃貸借契約

建物譲渡特約付借地権 存続期間を 30年以上として期間満了後建物を地主が買取る賃貸借契約
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3
　　この算式は定期借地権＝自用地評価額×借地権割合（上記①）×逓減率（上記②）
と考えることが出来ます。つまり①は更地価額に対する権利金等の割合を借地権割合と
考え、②は残存年数が短くなるにつれて、借地権割合が逓減していくことを表しています。

 
 　地主（定期借地権が設定された底地の評価）2

　定期借地権等が設定されている土地（底地）は、次のイとロのうちいずれか低い価額で評価
します。また、一般定期借地権のうち一定のものについてはハにより評価することも認められ
ています。

イ自用地評価額－定期借地権評価額（1ハで計算した金額）
ロ自用地評価額×定期借地権の残存期間に応じた次の割合

ハ自用地評価額－定期借地権相当額
　定期借地権を普及させるため第三者間で設定された一般定期借地権に係る宅地のう
ち普通借地権割合が30％から70％の地域については、課税上弊害のない限り、一般的
にイロより評価額が低く計算される「自用地評価額－定期借地権相当額（※1）」により
評価することができます。
　底地評価額を低く押えることにより、地主が宅地を積極的に賃貸に供するよう設け
られた措置です。
　※1　定期借地権相当額

　※2　底地割合

定期借地権
相当額

＝
自用地
評価額

×（1−底地割合（※2））×

課税時期におけるその一般定期借
地権の残存期間年数に応ずる基準
年利率による複利年金現価率

一般定期借地権の設定期間年数に
応ずる基準年利率による複利年金
現価率

残存期間 5年以下 5年超 10年以下 10年超 15年以下 15年超

割合 95% 90% 85% 80%

地域（路線価図） C D E F G

底地割合 55% 60% 65% 70% 75%

第9節　不動産の相続税評価と相続税の課税価格の計算特例定期借地権の評価：定期借地権と貸宅地（底地）の評価



自用建物評価額＝固定資産税評価額×1.0

貸家評価額＝固定資産税評価額×（1－借家権割合（30％）×賃貸割合）

314 第5章 相続と税金

建物の評価

建物の相続税評価額はその建物の固定資産税評価額によります。ただし、宅地等
の場合と同様にその利用状況に応じて評価額が異なります。

4
POINT

1 　自用建物の評価
　自宅や別荘のように、建物所有者が自由に利用できる建物を「自用建物」といいます。

※固定資産税評価額は、市区町村から送付される課税明細書などで確認できます。

 　貸家（貸付用建物）の評価2

　賃貸アパートや貸しビルなど賃貸している建物を「貸家」といいます。

※借家権割合は地域により異なりますが、全国ほとんどの地域で30％であるため、30％としています。
※固定資産税評価額は、市区町村から送付される課税明細書などで確認できます。
※賃貸割合とは、課税時期においてその家屋のうち実際に賃貸している部分の割合（面積割合）です。

【参考】固定資産税の課税明細書の例

※課税明細書の「評価額」の金額を用いて評価します（丸印の金額）。

固定資産税・都市計画税　土地・家屋課税明細書
氏
名

区  

分

所　　　在　　　地
地　　　　　　　番
家　  屋　  番　  号

構　　　　　造
課税地目・種類
建　　築　　年

評　  価  　額
課 税 標 準 額
（固定／都市）（円）

前年度課税標準額
（固定／都市）（円）

軽 減 税 額
（固定／都市）（円）

相 当 税 額
（固定／都市）（円）

備　  考課税地積／床置積
（㎡）

納税通知書番号
納税義務書コード
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第9節　不動産の相続税評価と相続税の課税価格の計算特例

コラム column

1  配偶者居住権とは
　「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」（2018年7月公布）において、配偶
者が相続発生時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、
配偶者に建物の使用を認める法定の権利（配偶者居住権）が創設されました（配偶者居
住権についての定めは2020年4月1日施行）。これを受けて、2019年度税制改正では、
配偶者居住権の評価方法等の取り扱いが定められました。

2  評価方法
　配偶者が取得した配偶者居住権及び敷地利用権（配偶者居住権に基づく居住建物の
敷地の利用に関する権利）は、次のように評価します。
　なお、配偶者短期居住権（配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に無償で住ん
でいた場合に取得する最低6ヶ月間居住建物を無償で使用する権利）は相続税の課税対
象外です。

※1　 残存耐用年数：法定耐用年数（住宅用）×1.5－築年数（6月以上の端数は1年とし、6月未満の端数は切り捨てる）
※2　 存続年数：配偶者居住権の存続期間が終身の場合には、配偶者の平均余命年数（厚生労働省の完全生命表による）

遺産分割協議等により存続期間が定められている場合には当該年数（配偶者の平均余命年数を上限）
※3　 「残存耐用年数」または「残存耐用年数－存続年数」が0以下となる場合には0とする
※4　民法の法定利率は2020年4月1日より3％となり、その後3年ごとに見直される

配偶者の相続財産
配偶者以外の相続人等の相続財産

配偶者居住権

居住建物所有権

敷地利用権

敷地所有権

建物の
相続税評価額

土地等の
相続税評価額

＜建物＞
①　配偶者居住権の相続税評価額
　　建物の相続税評価額－下記②
②　配偶者居住権が設定された建物（居住建物）の所有権の相続税評価額

　　 建物の
相続税評価額×

残存耐用年数（※1）－存続年数（※2）　　　　　　　　　　　　　　　　　残存耐用年数（※1）
（※3）×存続年数（※2）に応じた民法の法定利率（※4）による複利現価率

＜土地＞
③　敷地利用権（配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利）の相続税評価額
　　土地等の相続税評価額－下記④
④　居住建物の敷地の所有権等の相続税評価額
　　土地等の相続税評価額×残存年数（※2）に応じた民法の法定利率（※4）による複利現価率

配偶者居住権の評価方法
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コラム column

3  適用時期
　2020年4月1日以後に開始する相続において取得する「配偶者居住権」に適用されま
す。
　なお、2020年4月1日以後に作成する遺言書・死因贈与契約書において「配偶者居住
権」を定めることができます。
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マンション敷地評価額＝自用地（路線価または倍率評価）×敷地権割合（下図参照）

マンション建物評価額＝固定資産税評価額×1.0
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1 　マンション敷地の評価
　マンション（区分所有建物）は、「土地の持分」と「建物の専有部分（居室）＋共用部分の持分」
から成り立っています。土地については、マンション全体の敷地を通常の土地と同様に評価し、
それに敷地権割合（登記簿に記載されています。例えば325/108512）を乗じて評価します。

　当該マンションを賃貸している場合には、貸家建付地の評価を行います。

 　マンション建物の評価2

　建物については「専有部分（居室）＋共用部分の持分」の固定資産税評価額により評価します。

　当該マンションを賃貸している場合には、貸家の評価を行います。
　【マンション評価のイメージ】

前提条件
・ 区分所有マンションの
401号室（専有面積100
㎡）に居住
・ 4階建て、1階当り24部屋、
総部屋数96部屋（それぞれ専有面積100㎡）
・区分所有部分の建物の固定資産税評価額6,000,000円
・敷地面積4,800㎡、敷地権割合96分の1、路線価100,000円
評価額
・マンション敷地の評価：100,000円×4,800㎡×1/96＝5,000,000円
・マンション建物の評価：6,000,000×1.0＝6,000,000円

マンション（区分所有建物とその敷地）の評価

土地はマンション全体の敷地の評価額に敷地権割合を乗じた金額を、建物は「専有
部分＋共用部分の持分」の固定資産税評価額を評価額とします。

5
POINT

自宅（専有部分）

敷地権部分
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318 第5章 相続と税金

小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例

① 被相続人等の居住用・事業用宅地等については、「最小限の居住や事業の継続」
を守るため、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」が設けられています。
② 被相続人が所有する居住用・事業用・貸付用の宅地等について一定要件を満た
す場合、一定面積について相続税評価額を80％（貸付事業用宅地等は50％）減
額できます。
③ 特例適用を受けるためには、当該宅地等について遺産分割が決まっていること、
そして、相続税申告が必要です。

6
POINT

1 　減額できる面積と減額割合
　被相続人等が相続発生直前において居住用・事業用・貸付用に供していた宅地等（建物・
構築物の敷地）を、誰が相続等し、その後どのように利用したか等によって、特例適用の可否、
そして、適用を受ける場合の「減額できる面積」と「減額割合」が決まります。
　特例を受ける場合の「用途別、減額割合と限度面積」は下記のとおりです。

・ 居住用宅地等の面積が330㎡を超える場合は、330㎡までは80％減額、330㎡を超える部
分は減額なし、となります（事業用宅地等・貸付事業用宅地等も同様の考え方です）。
・ ２以上の宅地等について各々要件を満たし特例適用を受けられる場合、減額できる面積に
制限があります。「居住用宅地等」と「事業用宅地等」のいずれも適用対象となる場合は、「居
住用宅地等330㎡、事業用宅地等400㎡、合計730㎡」まで減額できます。
　 一方、「居住用宅地等・事業用宅地等」と「貸付事業用宅地等」のいずれも適用対象となる場
合は、減額できる面積について制限があります（詳細は税理士等の専門家にご確認くださ
い）。

適用対象宅地（用途） 減額割合 限度面積

居住用 80% 330㎡

事業用
事業用 80% 400㎡

同族会社事業用 80% 400㎡

貸付用 50% 200㎡

第9節　不動産の相続税評価と相続税の課税価格の計算特例
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 　適用対象となる宅地と特例の適用要件（2018年4月1日以後の相続等の場合）2

①居住用宅地等
　被相続人の居住用宅地等で下記のいずれかに該当する場合は、当該宅地等の部分
のうち330㎡までは相続税評価額を80％減額できます。

イ被相続人の自宅敷地を配偶者が相続した場合：配偶者が取得した部分
ロ�被相続人の自宅敷地を被相続人と同居していた親族が相続し、相続税申告期限まで
所有し続け、かつ、相続税申告期限まで引き続き居住している場合：その同居親族
が取得した部分

ハ「配偶者」および「被相続人と同居していた法定相続人」がいない場合において、被相
続人の自宅敷地を被相続人と別居していた親族（下記の要件を満たす場合に限りま
す）が相続し、その宅地等を相続税申告期限まで引き続き所有し続けている場合：そ
の別居親族が取得した部分

〈別居親族の要件〉
・相続発生前3年以内に国内にある自己、自己の配偶者、自己の3親等内の親族または
自己と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと

・相続発生時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
※その他一定要件を満たす場合には経過措置があります。
※�配偶者が取得する敷地利用権（「配偶者居住権」に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 P.315 ）及び相続人等が取得
する敷地所有権についても、要件を満たせば特例の適用対象となります。
※�居住用宅地等の特例の具体例： P.321

②事業用宅地等、同族会社事業用宅地等
　被相続人の事業用宅地等で下記のいずれかに該当する場合は、当該宅地等の部分
のうち400㎡までは相続税評価額を80％減額できます。

イ�被相続人の事業（不動産貸付業等を除きます）の用に供されていた宅地等（下記に
該当する場合を除きます）を親族が相続し、相続税申告期限まで所有し続け、かつ、
相続税申告期限まで引き続きその事業を営んでいる場合：その事業を引継いだ親
族が取得した部分
〈イに該当しない場合〉
・相続発生前3年以内に事業の用に供された宅地等である場合
　�(ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている建物などの減価償却資産の
価額が、その宅地等の価額の15％以上の場合や、その宅地等を2019年3月31日
までに事業の用に供している場合には、特例の適用対象となります。）

6 第9節　不動産の相続税評価と相続税の課税価格の計算特例小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例
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・�個人の事業用資産についての納税猶予制度 P.300 の適用を受ける宅地等であ
る場合

ロ�一定の同族会社（不動産貸付業等を除きます）の事業用宅地等（被相続人所有）につ
いて法人の役員である親族が相続し、相続税申告期限まで所有し続け、かつ、相続
税申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合（特定同族会社
事業用宅地等）：その同族会社である法人の役員である親族が取得した部分

③貸付事業用宅地等
　被相続人の貸付事業用宅地等で下記に該当する場合は、当該宅地等の部分のうち
200㎡までは相続税評価額を50％減額できます。

　被相続人の不動産貸付の用に供されていた宅地等（下記に該当する場合を除きま
す）を親族が相続し、相続税申告期限まで所有し続け、かつ、相続税申告期限まで引き
続きその貸付事業を営んでいる場合：その親族が取得した部分
〈貸付事業用宅地等に該当しない場合〉
・上記②ロに該当する場合
・相続発生前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等である場合� �
（ただし、被相続人等が相続発生前3年を超えて特定貸付事業（※）を営んでいる場
合や、その宅地等を2018年3月31日までに貸付事業の用に供している場合には、
特例の適用対象となります）

※特定貸付事業とは、貸付事業のうち、準事業（事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て
継続的に行うもの）以外のものをいいます。

※�上記以外に、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族」の居住用・事業用・貸付事業用宅地等についても一定要件を満たした場合
には特例の適用対象となります。

6 第9節　不動産の相続税評価と相続税の課税価格の計算特例小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例
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 　「居住用宅地等の特例」の具体例3

　被相続人の居住用宅地等について具体例を使って説明します。
①配偶者が自宅敷地の一部または全部を相続した場合

　　　　⇒　配偶者が相続した部分が特例の適用対象となります。
②�同居親族が自宅敷地の一部または全部を相続し10ヶ月間所有し続け、10ヶ月間居
住し続けた場合

　　　　⇒　同居親族である長男が相続した部分が特例の適用対象となります。
③�配偶者も同居法定相続人もいない場合において、別居している親族（一定要件を満
たす場合に限る⇒ P.319 ）が自宅敷地の一部または全部を相続し、10ヶ月間所有
し続けた場合

　⇒�　別居親族であり、持家に居住していない長男が相続した部分が特例の適用対
象となります。

6

母が相続

父：相続発生

父：相続発生

長男が相続し
10ヶ月間居住し所有

長男が相続し
10ヶ月間所有

長男社宅居住（相続発生前3年間）

母：相続発生
父（配偶者）：既に死亡
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④二世帯住宅（建物が区分登記されていない
・ ・ ・

）の敷地を相続した場合

　・配偶者が相続した場合は、配偶者が相続した部分が特例対象となります。
　・�2階に居住する長男（同居親族として扱います）が相続し、10ヶ月間居住し所有
し続けた場合は、長男が相続した部分について特例対象となります。

⑤二世帯住宅（建物が区分登記されている
・ ・
）の敷地を相続した場合

　・1階と2階で区分登記された建物は、1階と2階を別の建物と考えます。
　・�1階部分の敷地：「被相続人の居住用宅地等」であり、配偶者が相続した場合、配
偶者が取得した部分が特例対象になります。

　・�2階部分の敷地：「生計別の親族の居住用宅地等」に該当するため、特例の対象
とはなりません。

⑥老人ホームや介護医療院（老人ホーム等）に転居した場合
　老人ホーム（終身利用権付）や介護医療院に転居した後に相続が発生すると、亡く
なった方の居住地は老人ホーム等となり、相続発生時点では「被相続人の居住用宅
地等」に該当しないこととなってしまいます。そこで、要介護等の状態になり一定の
老人ホーム等に転居した場合で、その後自宅が空き家のまま（または生計一親族の
居住用）であること等の要件を満たした場合は「被相続人等の居住用宅地」とみなし
ます。したがって上記①～③といった要件を満たす場合は減額の適用を受けられま
す。

※�「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」の適用要件・減額面積の計算等のルールは大変細かく複雑です。
実際に適用する際は、事前に税理士等の専門家にご確認ください。

6

父：相続発生

生計別 父：相続発生
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